
項番 該当箇所 質問事項 質問内容 回答

1 公募型プロポーザル実施要領
(9)プレゼンテーション審査の実施
キ 使用機器:PC は参加者が持参し、プロジェクター、スクリー
ンは本市において準備する。

プレゼンテーション時に使用するプロジェクターの規格につい
てご教示願います。PCへ接続するケーブルの種類（HDMI等）
についてもご教示願います。

大型モニター：ソニー製55V型(FW-55BT30K)を準備予定となります。
ケーブルはHDMIとなります。

2 公募型プロポーザル実施要領
(7) 企画提案書の提出
⑦ 見積書（任意様式）Ｄ．作成・提出要領

20頁以内という指定がありますが、表紙、目次は含まない
認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

3 様式2-2 企業概要 会社・法人等名称、所在地、代表者名
会社・法人等名称・所在地・代表者名については、令和7・8年度
入札参加資格者登録名簿（物品納入等）における申請人情報を
記載する認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

4 電子入札システム導入業務仕様書
(4) 職員向け操作支援
・本市の執務室・会議室等において、実機を利用した操作説明を
随時行うこと。

職員様向け説明会の想定回数についてご教示願います。
少人数での説明会を1回で想定しています。その後、職員から操作方法等に
関する質問・確認事項が生じた際は、電話及びメール、必要に応じて対面によ
る支援を随時実施いただくことを想定しています。

5
別表　さくら市電子入札システム導入支援業務
及びサービス利用契約審査基準

P２（3）さくら市電子入札システム導入支援業務及びサービス
提供業務

項目に「事業者向け説明会」は記載ありますが「職員向け
操作説明会」がありません。
職員向け操作説明会は実施を想定、提案書の配点もある認識
でよろしいでしょうか。
実施要領の(7) 企画提案書の提出、ならびにシステム導入仕様
書(4) 職員向け操作支援には該当すると思しき記載がありま
す。

職員向け操作説明会については、質疑項番4の回答のとおりとなります。
職員向け操作説明会を含む「職員向け操作支援」の具体的な配点について
は、非公表とさせていただきます。

6
別表　さくら市電子入札システム導入支援業務
及びサービス利用契約審査基準

P２（3）電子入札システム導入支援業務及び
サービス提供業務

項目に「操作マニュアルの作成」、「システム障害対応」の独立し
た記載がありません。
操作マニュアルの作成は提案書の配点がある認識でよろし
いでしょうか。
システム障害対応は項目名「障害対応、システム利用可能時間、
レスポンス保証」の配点に該当している認識でよろしいでしょう
か。

「操作マニュアルの作成」の具体的な配点については、非公表とさせていただ
きます。
システム障害対応の配点に関しては、お見込みのとおりです。

7
別表　さくら市電子入札システム導入支援業務
及びサービス利用契約審査基準

P２（４）電子入札システム導入支援業務及び
サービス提供業務見積金額

見積金額は、評価基準を満たしていれば各配点の１００、４００は
満点となる理解でよろしいでしょうか。
併せて、評価基準で示されている以外に定量的な基準(計
算式など)がございましたらご教示ください。

見積金額項目の採点における計算式は非公表とさせていただきます。

8 公募型プロポーザル実施要領 P3　３ 参加資格 ケ 誤字脱字 さくら市市暴力団排除条例→さくら市暴力団排除条例

9 公募型プロポーザル実施要領 P5　(5) 参加資格審査　ア 結果通知期日 誤字脱字 令和7年5 月14 日(木)→令和8年5 月14 日(木)

10 公募型プロポーザル実施要領 P6　⑦ 見積書（任意様式）　イ 誤字脱字
電子入札サービス提供業務に係る見積
→電子入札サービス利用契約に係る見積

さくら市電子入札システム導入支援業務及びサービス利用契約公募型プロポーザル　質疑回答一覧


